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（開示事項の変更）持株会社体制への移行予定日変更に関するお知らせ 

  

当社は、2018 年８月３日付「持株会社体制への移行準備開始に関するお知らせ」及び 2018 年８月 23 日

付「（開示事項の経緯）持株会社体制への移行に伴う子会社（分割準備会社）の設立に関するお知らせ」に

て公表いたしましたとおり、2019 年４月１日付で持株会社体制へ移行する予定でおりましたが、本日開催の

取締役会において、移行予定日を 2020 年１月１日付（予定）へ変更することを決議いたしましたので、お

知らせいたします。 

記 

１．持株会社体制への移行予定日変更の理由 

当社は「ネット×リアルで新しいサービスを」という経営理念のもと、ITの技術力を通じてイノベーショ

ンを創造し事業規模の拡大と収益の多様化を図ってまいりました。また、不動産業界にテクノロジーを組み

合わせた「リアルエステートテック」と呼ばれる事業領域において、次世代を代表する企業を目指しており

ます。 

当社グループは、持続的な成長を実現し、中長期的なグループ企業価値向上を図るためには、各事業会社

の役割や責任を明確にし、意思決定の迅速化や機動的な事業運営を強力に推し進めていく環境の構築が必要

不可欠であると考え、持株会社体制への移行手続きを進めてまいりました。 

その一方で、2018 年 12 月 27 日付「特別調査委員会からの調査結果報告書（要約版）受領および今後の対

応に関するお知らせ」にて公表いたしました調査結果を真摯に受け止め、再発防止を含むコーポレート・ガ

バナンスの強化をグループ全体の最重要課題であると強く認識しております。 

これらを総合的に検討した結果、移行予定日を 2019 年４月１日から 2020 年１月１日（予定）へ変更する

ことといたしました。 

２．今後の見通し 

本件持株会社体制への移行予定日変更が当社の連結業績に与える影響は、軽微であります。 
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